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【大阪】企業発、長時間労働・低賃金労働で

悩んでいるプログラマ・システムエンジニアのための

労働相談・キャリア相談会の実施

～大阪・北区のバーで、弁護士とカウンセラーに無料相談できるユニー

クな試み

12 月 4 日 12 時半～20 時半、バー「エスカ」にて開催。

プログラマやシステムエンジニアなど IT/web 業界で働く方とその家族・

友人・同僚を対象に、個別に対面形式でアドバイス。相談無料、予約可。

大阪のシステム開発企業「トラストリング株式会社」（社長：島田大学、大阪市西区北堀江１丁

目 18-17 モトバヤシビル２Ｆ）は、2016 年 12 月 4 日（日）の 12 時半から 20 時半にかけて、大

阪市北区のバー「エスカ」で、プログラマやシステムエンジニアなど IT/web 業界で働く方と、そ

の家族・友人・同僚を対象としたイベント「長時間労働・低賃金労働で悩んでいるプログラマ・

システムエンジニアのための労働相談・キャリア相談会」を実施します。

トラストリング株式会社は、【飲みすぎた翌日の午前休暇制度】【1 日 6 時間労働制度】などエ

ンジニアの働きやすい環境の構築に取り組み、「バーチャル SE サービス」「レンタルペッパー」な

どユニークな事業で５期連続黒字を達成している会社です。

今回のイベントは電通の過労死事件等も踏まえ、企業・事業者側から「IT/web 業界における過

酷な長時間労働・低賃金労働を改善し、業界のイメージを良くする」という目的で発案された、

業界の過酷な状況を改善するための新しい取り組みです。

買い物や用事のついでにバーに立ち寄り、ドリンクや雰囲気を楽しみながら、弁護士や事業者

に相談することができます。弁護士と事業者が法的な見地からの具体的な助言や解決策の提案、

将来のキャリアに関する相談などを個別に対面方式でアドバイスします。
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IT/web 業界に蔓延するブラック企業と長時間労働・低賃金労働

（１）IT/web 業界は「ブラック」な業界？？？

現在、長時間労働・低賃金・不安定な働かせ方で若者を使い潰す「ブラック企業」の問題が社

会的関心を集めています。

IT/web 業界は、ブラック企業が多い業界であると指摘されており、過労死ラインを超える長時

間労働や低賃金労働に悩まされる労働者が多いと言われている業界です。

実は、「ブラック企業」という言葉は、「ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれ

ない」という２ちゃんねるのスレッドをきっかけに急速に広まった（後に映画化もされています）

のですが、ここで登場したのも、IT 業界の会社でした。

電通事件をきっかけに、過労死と長時間労働の問題が社会的関心を集めていますが、IT 業界で

も「システム・コンサルタント事件」と呼ばれる有名な過労死事件がありました。

これは 1991 年の事件ですが、25 年が経過した今も当時とあまり変わらず、長時間労働や過労死

が後を絶ちません。自浄能力のない企業が今なお多い業界であると指摘されています。

こうした IT/web 業界の惨状は「９Ｋ1」「IT ゼネコン2」「デスマーチ3」という用語にも示されて

おり、業界イメージの悪化を招いています。

これに関連して、厚生労働省が発表した「求人倍率の高い職業の動向（労働市場分析レポート

第 61 号）4」によりますと、「情報処理・通信技術者」の求人者数は直近 5年間で 7,797(平成 21

年) → 16,172(平成 26 年)と 2 倍以上に増えているにも関わらず、求職者数は 9,442(平成 21 年)

→ 4,975(平成 26 年)と半分近くに減っており、求人倍率は 0.83 倍(平成 21 年) → 3.25 倍(平成

26 年)と 5年間で約 4 倍増加しているという結果が出ています。「IT/web 業界で働きたいと思う人

が減っている状況」に拍車がかかっています。

（２）IT/web 業界での過酷な長時間労働

厚生労働省が発表した「平成 28 年版過労死等防止対策白書」によると、１年間のうち１か月の

時間外労働時間が最も長かった正規雇用従業員（フルタイム）の月間時間外労働時間が月 80 時間

超えと回答した企業の割合が一番高かったのは、「情報通信業」（44.4％）であり、全体平均

（22.7％）の倍近い数字となりました。

その背景には厚生労働省の過労死レベル（月 80 時間以上）を超える「デスマーチ」と呼ばれる

長時間労働の慣習があり、このままではこの仕事に従事する者だけでなく、業界そのものの未来

が危ぶまれる状況にあります。

（３）長時間労働にとどまらない IT/web 業界の問題

現在の IT/web 業界における問題は、長時間労働だけではなく、二重派遣、偽装請負、違法解雇、

1「きつい」「厳しい」「苦しい」「帰れない」「給料安い」「規則が厳しい」「休暇がとれない」「化粧がのらない」「結

婚できない」
2 建設業界や原発業界と同様に「元請け、下請け、孫受け」の多重構造が形成されており、実際の作業は末端の作

業員に丸投げされている状態。
3 納期を守るために、残業代無しで 24時間働くことを前提に働くことを揶揄した表現
4 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000110648.pdf
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残業代の未払い、ハラスメント等、法的な問題も非常に多いです。

それ以外にも、キャリアの不当な評価、安価な報酬、キャリアアップの未整備などの問題があ

り、これらの問題に対し、泣き寝入りしている労働者も少なくありません。

また、このような労働者は「長時間を会社に拘束されていて、転職活動ができない」「まともな

教育・研修プログラムを受けられず最新技術についていけない」等、キャリア形成の面でも問題

を抱えています。

今回の相談会は単なる労働相談（法律相談）ではなく、法的な問題に対応する弁護士 3 名の他

に、キャリアに関する問題に対応する相談員（IT 経営者）3 名も常駐し、様々な相談をワンスト

ップで一度に解決することができるようになっています。

（４）「一人で悩む」IT/web 業界での問題の深刻化の現状

問題を抱えていても、身近に相談する人間がいない、あるいは、相談する時間や心の余裕がな

いということが、自殺や鬱状態になるなどの問題の深刻化に拍車をかけています。

また場合によっては、その深刻な状態になっていることを本人が認識できていないケースもあ

ります。

そのため、今回の相談会では、過酷な状況にある労働者本人だけでなく、それに気づいた家族・

友人・同僚の方からの相談も受け付けております。

このような状況および業界の将来に危惧を抱いた企業が提案し、システム開発者のコミュニテ

ィグループ「オオサカプログラミングバー」との共同主催により、労働相談とキャリア相談が無

料でできる相談会を企画しました。

【イベント概要】

・イベント名：「長時間労働・低賃金労働で悩んでいるプログラマ・システムエンジニアのための

労働相談・キャリア相談会」

・主催：トラストリング株式会社×オオサカプログラミングバー

・日時：２０１６年１２月４日（日） １２：３０～２０：３０

・会場：Bar Esace（バー エスカ）大阪市北区浮田 1-5-24

【イベントの特徴】

１．IT/web 業界の状況改善のための企業側の新しい取り組みです

２．バーを利用した落ち着いた雰囲気の中での相談

３．労働相談・キャリア相談がワンストップで可能

４．本人だけでなく、周りの友人・同僚・家族の参加が可能

５．労働者の状況を考慮し、日曜日午後に開催
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【イベントのターゲット】

・「帰宅が遅い」「過労死するかも」「残業代未払い」「社会保険・雇用保険に未加入」「有給休暇が

とれない」「求人票と実際の条件が違う」とお困りの方、またはそのご家族・ご友人・ご同僚。

・評価等に納得がいかず今の会社に愛想が尽きた方。

・転職・独立・キャリアアップをお考えの方。

・スキルや経験はそこそこあるが、年齢制限に抵触して案件が見つからない方。

相談は無料、予約可。予約は以下のサイトで受付中です。

「connpass」（https://connpass.com/event/44444/）

「GoogleForm」（https://goo.gl/forms/UKGlF4HPxxcovpaY2）

「LINE」（QR コード参照）

※LINE と GoogleForm ではイベント開催日以降も相談受付を承っております。

※予約なく直接ご来場頂いた場合でも、枠に空きがあれば労働相談・キャリア相談を受けて頂く

ことが可能です。

【メディア関係者の皆様へ】

ぜひ、今回実施イベントの事前告知報道と当日の取材報道を宜しくお願い致します。

（相談風景の撮影は店側の承諾を得ています。）

＜記者会見を実施します＞

12/1（木）11 時

司法記者クラブ（大阪地方裁判所の西）

大阪市北区西天満 2-1-10

会見には、IT 業界の会社で長時間労働の被害に遭い、先日退職された当事者の方も出席します。
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＜イベントに関するお問い合わせ先＞

弁護士：清水亮宏（関西合同法律事務所）

shimizu@kangou.gr.jp ０６－６３６５－８８９１

弁護士：中井雅人（暁法律事務所）

awisp264@gmail.com ０３－６４２７－５９０２

弁護士：冨田真平（きづがわ共同法律事務所）

tomita@kizugawa-law.jp ０６－６６３３－７６２１

主催：トラストリング株式会社（担当：横山）

info@trustring.jp ０６－６５４３－８５２０

主催：オオサカプログラミングカフェバー（担当：鈴木）

osaka.prg.bar@gmail.com ０９０－３７０２－９７６５

＜本リリースに関するお問合せ先＞

トラストリング株式会社（担当：横山）

info@trustring.jp ０６－６５４３－８５２０

http://www.trustring.jp


